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印

２
０
０
３
年
４
月
か
ら
障
害
者
福
祉

「
支
援
費
制
度
」
が
始
ま
り
ま
す
。

支援費制度を利用するには

支援費制度を利用するには、市に申請をする必要が
あります。
まず、自分がどのようなサービスを利用したいかを

考えます。サービスの情報やわからないことがあると
きは、市や障害者あんしん相談窓口（裏面参照）にご
相談ください。支援費制度の対象となるサービスは下
記のとおりです。

受給者証を受け取ったあとの手続き

サービス利用の手続きの流れ

受

給

者

証

受
給
者
証
は
、
支
給
決
定
さ
れ
た
サ
ー
ビ
ス
の

支
給
量
や
支
給
期
間
、
利
用
者
負
担
額
な
ど
、
サ

ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
の
に
、
大
切
な
情
報
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
事
業
者
と
契
約
す
る
際

に
、
必
ず
、
必
要
で
す
か
ら
大
切
に
扱
い
ま
し
ょ

う
。

�
受
給
者
証
の
種
類
�

受
給
者
証
は
、「
居
宅
受
給
者
証
」
と
「
施
設
受

給
者
証
」
の
２
種
類
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
が
障
害
別
に
別
れ
て
い
ま
す
。

（
居
宅
受
給
者
証
）

身
体
障
害
者
・
知
的
障
害
者
・
児
童
の
３
種

類
が
あ
り
ま
す
。
ペ
ー
ジ
は
１２
ペ
ー
ジ
ま
で
あ

り
ま
す
。

（
施
設
受
給
者
証
）

身
体
障
害
者
・
知
的
障
害
者
の
２
種
類
が
あ

り
ま
す
。ペ
ー
ジ
は
４
ペ
ー
ジ
ま
で
あ
り
ま
す
。

�
支
給
量
�

居
宅
受
給
証
に
は
、
１
ヶ
月
単
位
で
利
用
で
き

る
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
と
そ
の
量
が
記
載
さ
れ
て
い

ま
す
。

（
例
）

居

宅

介

護

…

月
○
○
時
間

（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
・
ガ
イ
ド
ヘ
ル
プ
）

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

…

月

△

日

短

期

入

所

…

月

□

日

（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

�
支
給
期
間
�

受
給
者
証
に
は
、
支
給
期
間
が
あ
り
、
居
宅
受
給

者
証
は
、
最
長
で
１
年
、
施
設
受
給
者
証
は
、
最
長

で
３
年
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
市
で
は
、
次
回
の
調

査
が
一
時
期
に
集
中
し
な
い
よ
う
、
支
給
期
間
を
以

下
の
よ
う
に
決
定
し
ま
す
。

ま
だ
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
施
設
利
用
者
の

み
な
さ
ん
へ
（
経
過
措
置
該
当
者
）

市
で
は
、
ま
だ
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
、
市
内

の
入
所
施
設
と
市
外
の
施
設
利
用
者
の
調
査
を
来

年
度
に
行
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
施
設
の
利
用
者

に
は
、
仮
の
受
給
者
証
を
発
行
し
ま
す
。

継
続
し
て
施
設
を
利
用
す
る
人
は
、
平
成
１５
年

３
月
中
に
必
ず
契
約
を
結
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。

不
服
が
あ
る
と
き
は

支
援
費
の
支
給
決
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
次

の
方
法
に
よ
り
、
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

�

支
援
費
サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議
に
申
し
出
る
。

市
で
は
、
公
平
で
中
立
的
な
役
割
を
果
た
す
第

三
者
機
関
と
し
て
、「
支
援
費
サ
ー
ビ
ス
調
整
会
議
」

を
設
置
し
、
支
給
決
定
の
内
容
に
つ
い
て
の
意
見

を
求
め
ま
す
。

�

審
査
請
求
を
行
う
。

支
給
決
定
を
受
け
た
日
（
今
回
の
場
合
は
、
４

月
１
日
）
か
ら
６０
日
以
内
に
、
市
長
に
対
し
、
審

査
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

支給期間の終了月

平成１８年度

支給期間の終了日

平成１５年１０月以降に迎える最初の誕生月の月末まで

平成１７年４月以降に迎える最初の誕生月の月末まで

平成１６年４月以降に迎える最初の誕生月の月末まで

平成１７年４月以降に迎える最初の誕生月の月末まで

平成１８年４月以降に迎える最初の誕生月の月末か
支給決定を受けてから３年以内のどちらか短いほう

平成１７年度平成１６年度平成１５年度種類

グループホーム以外

グループホーム

市内通所施設

市内入所施設

市外施設

種類

グループホーム以外

グループホーム

市内通所施設

市内入所施設

市外施設

居宅

施設

居宅

施設

支援費の対象となるサービス
施設サービス

・療護施設
・更生施設
・授産施設

・更生施設
・授産施設
・通勤寮

――――――――

�支援費制度に移行しないサービス�
小規模作業所、生活ホーム、緊急一時保護者（れん、フレンド
ハウス、こぐま園の日中利用など）
日常生活用具・補装具給付事業、更生医療・育成医療

居宅サービス

・居宅介護（ホームヘルプ等）
・デイサービス
・短期入所（ショートステイ）

・居宅介護（ホームヘルプ等）
・デイサービス
・短期入所（ショートステイ）
・地域生活援助
（グループホーム）

・居宅介護（ホームヘルプ等）
・デイサービス
・短期入所（ショートステイ）

区 分

身体障害者

知的障害者

障害児

○ ○ 障 害 者
きょ たく じゅ きゅう しゃ しょう

居 宅 受 給 者 証
０１２３４５６７８９

西宮市六湛寺町１０番３号

ニシノミヤ ハナ コ

西宮 花子

女

平成１５年○月○日
００００００

西宮市六湛寺町１０番３号
西宮市福祉事務所長

せいべつ

性別

せいべつ

性別

昭和○○年○月○日

ばん ごう

番 号
きょじゅうち

居住地

フリガナ
し めい

氏 名
せい ね ん が っ ぴ

生年月日
フリガナ
し めい

氏 名
せい ね ん が っ ぴ

生年月日
きょじゅうち

居住地

し めい

氏 名
こ う ふ ね ん が っ ぴ

交付年月日
じゅきゅうしゃしょうこうふしゃ

受給者証交付者
めいしょうおよ いん

の名称及び印

じゅきゅうしゃ

受給者

じ どう

児 童

ふ よう

扶 養
ぎ む しゃ

義務者

○ ○ 障 害 者
し せつ じゅ きゅう しゃ しょう

施 設 受 給 者 証
１２３４５６７８９０

西宮市六湛寺町１０番３号

ニシノミヤ タ ロウ

西宮 太郎

男

平成１５年○月○日

００００００
西宮市六湛寺町１０番３号
西宮市福祉事務所長

せいべつ

性別昭和○○年○月○日

ばん ごう

番 号

きょじゅうち

居住地

フリガナ
し めい

氏 名

せい ね ん が っ ぴ

生年月日

きょじゅうち

居住地

し めい

氏 名
こ う ふ ね ん が っ ぴ

交付年月日
じゅきゅうしゃしょうこうふしゃ

受給者証交付者
めいしょうおよ いん

の名称及び印

じゅきゅうしゃ

受給者

ふ よう

扶 養
ぎ む しゃ

義務者

２
０
０
３
年
４
月
か
ら
、
障
害

者
福
祉
の
サ
ー
ビ
ス
が
、
現
行
の

「
措
置
制
度
」
か
ら
「
支
援
費
制

度
」
に
変
わ
り
ま
す
。「
支
援
費
制

度
」
は
、
障
害
の
あ
る
人
の
自
己

決
定
を
尊
重
し
、
利
用
者
本
意
の

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
制
度
で
す
。

今
回
の
特
集
号
で
は
、
い
よ
い

よ
始
ま
る
「
支
援
費
制
度
」
の
利

用
方
法
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。

ま
も
な
く

受
給
者
証
が
お
手
元
に

支
援
費
制
度
で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

に
は
、
受
給
者
証
が
な
い
と
利
用
で
き
ま

せ
ん
。

受
給
者
証
は
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
前

に
申
請
を
し
、
調
査
を
受
け
た
後
支
援
が

必
要
な
ら
交
付
さ
れ
ま
す
。

居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
申
請
を
し
て
、
既
に

調
査
が
終
わ
っ
た
人
と
、
現
在
、
施
設
を

利
用
中
の
人
に
ま
も
な
く
受
給
者
証
を
郵

送
し
ま
す
。

※市は、サービス利用にかかる費用から、利用者負担額を除いた額を支援費として
あなたに代わり事業者・施設に支払います。（代理受領方式）

� 受給者証が届きます。
＊３月下旬になっても、受給者証が届かない場合は、障害新制度準備室
にお問い合わせください。

� あなたが利用したい事業者や施設を決めます。
＊事業者情報の冊子（利用の手引き）を同封しています。

� 契約をします。
＊必ず３月中に、契約を終えてください。

� サービスを利用します。

� 利用料を支払います。
（利用者負担額）

印

４月１日
支援費制度開始

３月初旬

サ
ー
ビ
ス
の
情
報
収
集
や

相
談
窓
口
へ
の
相
談
。

市
に
支
援
費
の

申
請
を
し
ま
す
。

市
の
調
査
員
が

調
査
を
し
ま
す
。

支
給
が
必
要
な
場
合
、

支
給
決
定
が
さ
れ
ま
す
。

受
給
者
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
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